優仁ホーム作業細則・基準

（目　　的）

第　１条　　優仁ホーム管理規程第２５条第３項に基づき、優仁ホームにおける各種作業における細則及び基準について定める。

（作業の種類）

第　２条　　優仁ホームにおける作業の種類及び内容の概略は、以下のとおりとする。

　　（１）　外作業班

　　　　①　椎茸栽培　　椎茸栽培に必要な原木・菌等を購入し、植菌から発生、販売を行う。

　　　　②　野菜栽培　　地域より畑を借用し、各種野菜の栽培と販売を行う。

　　　　③　外　　注　　近隣の個人及び事業所の依頼により草取り、庭の手入れ等を行う。

4 生ごみ処理　施設の食事提供の際に発生する生ごみを処理装置に

かけ、堆肥を作り、野菜栽培に活用及び販売する。

5 洗剤製造　　食用廃油を活用し、プリン洗剤及び固形セッケンを

製造、販売する。

　　　　⑥　オブジェ　　木の根、流木等を活用し、技芸班で作業が可能な状

態まで下準備を行う。

　　（２）　紙工作業班

　　　　①　製　　袋　　製袋業者の下請け作業として、手提げ袋の半完成品を完成品として納入する。

（3） 技芸作業班

　　　　①　刺し子　　　サラシを裁断し、模様をつけた刺し子のフキンを製作、販売する。

　　　　②　オブジェ　　外作業班が下準備した木の根、流木を磨き、オブジェとして製品化し販売する。

3 ミシン縫製　端布等を利用し、エプロン、袋もの等を製作し、販

売する。

（4） プラスチック作業班

1 コンピューター関連部品のリサイクル作業。リサイクル業者の下請け作業として、プラスチック部品から不要部分を取り除き、納品する。

（5） 共通作業

1 プラスチック作業

　　　　　　　　コンピューター関連部品のリサイクル作業。リサイクル業者の下請け作業として、プラスチック部品から不要部分を取り除き、納品する。

（作業の方法）

第　３条　　個々の利用者の作業参加については、管理規程第２５条第２項第２号に基づき決定するが、決定にいたる方法及び決定された作業種の変更及び中止については、以下の方法により行う。

　　　２　　当初の作業参加については、利用者本人の希望の確認や各作業の見学等を実施し、決定する。

　　　３　　作業の変更については、利用者本人の希望の確認や健康状態の配慮、利用者関係、個別支援計画の検討等を行い決定する。

　　　４　　作業の中止については、利用者本人の希望の確認や健康状態の配慮、個別支援計画の検討等を行い決定する。

（作業時間）

第　４条　　第２条に定める作業の実施時間等は、以下のとおりとする。

（1） 作業実施曜日は、通常月曜日から金曜日は午前・午後実施し、土曜日は午前中のみ実施する。

（2） 作業時間は、午前９時３０分から午前１１時３０分、午後１時３０分から午後４時３０分の範囲の中で作業量等を勘案して実施する。

（3） 日曜日、祭日は、作業は行わない。

（4） 作業の夏休み及び冬休みは、事業計画において決定、表示する。

（5） 納期等緊急やむをえない事情により、第１号から第４号に定める期間及び時間以外に作業をする場合は、施設長の許可を得るとともに利用者の参加は個々の利用者の自由意思に拠らなければならない。

（収益の処分）

第　５条　　収益の処分及び原材料費等の必要経費の内容は、以下のとおりとする。

　　　２　　原材料費等に必要経費とは、以下のものを言う。

1 作業実施に不可欠な原材料（椎茸栽培に原木、椎茸菌、サラシ、糸等）

2 作業実施に必要な機械器具、工具、容器

3 作業環境整備のための冷暖房器具、座布団等

4 外作業班の利用者の使用する作業着、合羽、長靴等の作業靴、軍手等の消耗品

5 作業班主催の社会見学等施設外行事の高速料金、ガソリン代、入場料等の費用

6 作業中に提供する水分補給等に必要な物品等の購入費用

7 作業場の提供者、作品販売場の提供者への社会的常識の範囲内でのお礼に要する費用。

　　　３　　収益の処分は、以下の場合を除き、作業参加者への作業金による還元により行う。

1 新年顔合わせ会に提供する飲食物費

2 作業納会に提供する飲食物費

3 年度末慰労会に提供する飲食物費

4 作業班主催の社会見学等施設外行事の際に施設から提供する食費に上乗せする飲食物費

　　　４　　作業金による還元の方法は、別に定める。

（作業金による還元方法）

第　６条　　作業金は、毎月定例で支払う作業金と夏期、冬期、年度末に支払う賞与により構成する。

　　　２　　毎月の作業金は、前月１１日から当月１０日の作業参加実績に基づき、当月の２０日に支払う。

　　　　　　作業金支払日に金融機関が休日の場合、その前日とする。

　　　３　　毎月の作業金は、現金により支払う。

　　　４　　毎月の作業金の計算基礎となる１時間当りの作業金単価は４４円とする。

　　　　　　ただし、１時間未満の作業参加の場合、３０分単位で算定する。

　　　５　　本細則・基準第４条第１項第５号による作業単価は、１時間あたり８８円とする。

　　　６　　賞与の算定期間は、以下のとおりとする。

1 夏期：前年度１月作業金算定期間から当年度６月作業金算定期間。

2 冬期：当年度７月作業金算定期間から当年度１２月作業金算定期

間。

3 年度末：当年度４月作業金算定期間から当年度３月作業金算定期

間。

　　　７　　賞与の計算方法は、以下のとおりとする。

1 前項の期間において定例で支払われた作業金の平均額に賞与支払月数を乗じて計算する。

2 年度末の賞与では、年金未受給者及び加算金未受給者に一定額を上乗せして支払う。

3 作業参加の形態が通常の作業参加者と異なる利用者には、賞与において一定額を支払う方法をとることができる。

　　　８　　作業金を支払う場合には、作業参加実績と作業金支払明細を記載した計算書を利用者に手渡すとともに、担当職員に一覧表を情報提供し、支援計画の一助とする。

（年間作業参加実績と年間作業金の集計）

第　７条　　利用者個々の年間作業参加実績と作業金実績を資料として作成し、個々の利用者との支援計画について話し合う際の資料とする。

附則

１　本細則・基準は、平成１３年度実施している現状を規定したものであり、今後必要に応じて順次改正していくものとする。

２　本細則・基準のうち、第６条第６項に定める賞与の算定期間は、平成１３年度に限って以下のとおりとする。

夏　期：前年度１月作業金算定期間から当年度６月作業金算定期間。

冬　期：当年度６月作業金算定期間から当年度１１月作業金算定期間。

年度末：前年度３月作業金算定期間から当年度２月作業金算定期間。
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